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一
、
提
案
理
由（
平
成
二
四
年
三
月
一
六
日
・
衆
議
院
内
閣
委
員
会
）

○
中
川
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要

を
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
に
発
生
し
ま
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ｈ
１
Ｎ
１

は
、
病
状
の
程
度
が
そ
れ
ほ
ど
重
く
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、

現
在
、
東
南
ア
ジ
ア
等
で
散
発
的
に
発
生
し
て
い
る
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
Ｈ
５
Ｎ
１
が
変
異
し
て
人
か
ら
人
に
感
染
す
る
よ
う
に
な
っ
た

場
合
、
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
社
会
全
体
の
混
乱
も

懸
念
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
病
原
性
が
高
い
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
同

様
な
危
険
性
の
あ
る
新
感
染
症
に
対
し
て
、
三
年
前
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
教
訓
も
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
な
法
制
を
整
え
て
お
く
こ
と
が
喫
緊

の
課
題
で
あ
り
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
政
府
行
動
計
画
等
の
策
定
、
政
府
対
策
本
部
の
設
置
等

の
措
置
、
さ
ら
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
け
る
特
別
な

措
置
を
定
め
、
も
っ
て
国
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
し
、
並
び
に
国
民

生
活
及
び
国
民
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
い
た
し

ま
す
。

第
一
に
、
総
則
的
事
項
と
し
て
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
指
定
公
共
機

関
、
事
業
者
及
び
国
民
の
責
務
を
定
め
る
こ
と
、
国
民
の
自
由
と
権
利
に

制
限
が
加
え
ら
れ
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
制
限
は
必
要
最
小
限
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
政
府
及
び

地
方
公
共
団
体
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
に
備
え
て
行
動
計

画
を
作
成
す
る
こ
と
等
を
定
め
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
け
る
措
置
に
つ
い

て
、
国
及
び
都
道
府
県
は
対
策
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
、
政
府
対
策
本
部

長
は
医
療
提
供
体
制
並
び
に
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
の
安
定
を
確
保
す

る
た
め
特
定
接
種
を
実
施
す
る
よ
う
指
示
で
き
る
こ
と
、
検
疫
に
関
し
て

は
停
留
施
設
の
確
保
や
、
発
生
国
か
ら
の
航
空
機
等
の
運
航
制
限
を
要
請

で
き
る
こ
と
、
都
道
府
県
知
事
は
医
療
関
係
者
に
対
し
医
療
等
を
行
う
よ

う
要
請
及
び
指
示
で
き
る
こ
と
等
を
定
め
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
政
府
対
策
本
部
長
は
、
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
著
し
く
重

大
な
被
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
等
の
要
件
に
該
当
す
る
新
型
イ
ン
フ
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ル
エ
ン
ザ
等
が
国
内
で
発
生
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
を
行
う
こ
と
、
市
町
村
は
市
町
村
対
策
本
部
を
設

置
す
る
こ
と
等
を
定
め
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
け
る
蔓
延
の
防
止

に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
住
民
に
対
し
不
要
不
急

の
外
出
の
自
粛
を
要
請
で
き
る
こ
と
や
、
学
校
や
興
行
場
等
の
管
理
者
等

に
施
設
の
使
用
の
制
限
等
を
要
請
及
び
指
示
で
き
る
こ
と
、
政
府
対
策
本

部
は
、
市
町
村
の
実
施
す
る
住
民
に
対
す
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
、
そ
の

実
施
指
示
を
行
う
こ
と
等
を
定
め
て
お
り
ま
す
。

第
五
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
け
る
医
療
等
の
提

供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
が
不
足
す
る
場
合

に
、
都
道
府
県
知
事
が
臨
時
の
医
療
施
設
を
開
設
す
る
こ
と
及
び
そ
の
場

合
の
医
療
法
等
の
特
例
や
、
土
地
等
を
一
時
的
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
等
を
定
め
て
お
り
ま
す
。

第
六
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
け
る
国
民
生
活
の

安
定
に
関
す
る
措
置
等
に
つ
い
て
、
電
気
事
業
者
、
ガ
ス
事
業
者
等
で
あ

る
指
定
公
共
機
関
等
は
、
そ
の
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
、
食
品
等
に

つ
い
て
売
り
渡
し
を
要
請
及
び
収
用
で
き
る
こ
と
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
の
患
者
等
の
権
利
利
益
の
保
全
等
の
た
め
、
行
政
上
の
申
請
期
限
等

を
延
長
す
る
こ
と
等
を
定
め
て
お
り
ま
す
。

第
七
に
、
財
政
上
の
措
置
等
に
つ
い
て
、
国
及
び
都
道
府
県
は
、
特
別

の
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

都
道
府
県
は
、
要
請
等
に
従
っ
て
医
療
の
提
供
を
行
う
医
療
関
係
者
が
そ

の
た
め
死
亡
等
し
た
と
き
は
、
損
害
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
、国
は
、地
方
公
共
団
体
の
実
施
す
る
措
置
に
要
す
る
費
用
に
対
し
て
、

他
の
災
害
法
制
の
例
に
倣
っ
て
、
標
準
税
収
入
に
応
じ
て
負
担
割
合
を
か

さ
上
げ
す
る
こ
と
等
を
定
め
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
罰
則
に
関
す
る
規
定
そ
の
他
の
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行

う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
ご
ざ
い
ま

す
。何

と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

以
上
で
す
。

二
、
衆
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
）

○
荒
井
聰
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

案
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
い
て
国
民
の
生
命

及
び
健
康
を
保
護
し
、
並
び
に
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
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が
最
小
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
特
別
の
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

第
一
に
、
総
則
的
事
項
と
し
て
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
指
定
公
共
機

関
、
事
業
者
及
び
国
民
の
責
務
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
対
策
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
作
成
等
を
定
め
る
こ
と
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
け
る
措
置
と
し

て
、
国
及
び
都
道
府
県
に
よ
る
対
策
本
部
の
設
置
や
、
特
定
接
種
の
実
施

の
指
示
、
検
疫
に
関
す
る
停
留
施
設
の
確
保
及
び
発
生
国
か
ら
の
航
空
機

等
の
運
航
制
限
の
要
請
、
医
療
関
係
者
に
対
し
医
療
等
の
実
施
の
要
請
等

が
で
き
る
こ
と
等
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
三
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
と
し
て
、
政
府
対

策
本
部
長
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
を
行
う
こ
と
や
、

蔓
延
の
防
止
、
医
療
等
の
提
供
体
制
の
確
保
、
国
民
生
活
の
安
定
に
関
す

る
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
四
に
、
財
政
上
の
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
十
六
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
日
中
川
国
務

大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
二
十
三

日
に
質
疑
に
入
り
、
二
十
八
日
、
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
、
採
決
の
結
果
、

本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た

次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の

運
用
等
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

本
法
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
等
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ

う
、地
方
公
共
団
体
、指
定
公
共
機
関
等
、事
業
者
及
び
国
民
に
対
し
、

本
法
の
内
容
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。

二

政
府
行
動
計
画
を
策
定
す
る
際
の
根
拠
と
な
る
被
害
想
定
に
つ
い
て

は
、
最
新
の
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
、
い
た
ず
ら
に
過
大
な
も
の
と
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三

本
法
の
規
定
に
基
づ
く
私
権
の
制
限
に
係
る
措
置
の
運
用
に
当
た
っ

て
は
、
そ
の
制
限
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
よ
う
、
十
分
に
留
意

す
る
こ
と
。

四

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、

科
学
的
根
拠
を
明
確
に
し
、
恣
意
的
に
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
。

五

放
送
事
業
者
で
あ
る
指
定
公
共
機
関
等
が
実
施
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
対
策
に
つ
い
て
は
、
放
送
の
自
律
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ

り
、
言
論
そ
の
他
表
現
の
自
由
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
特
段
の
配
慮
を
行
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う
こ
と
。

六

平
時
か
ら
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
医
療

体
制
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
患
者
が
急
増
す
る
ま
ん
延
期
に

お
い
て
は
、
一
般
の
医
療
機
関
も
含
め
、
入
退
院
措
置
な
ど
適
切
な
措

置
に
よ
り
医
療
提
供
体
制
の
維
持
を
図
る
こ
と
。

七

患
者
等
に
対
す
る
医
療
等
の
実
施
に
関
す
る
医
療
関
係
者
の
協
力
に

つ
い
て
は
、
医
療
関
係
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
各
種
の
安
全
対

策
や
実
費
弁
償
、
損
害
補
償
の
枠
組
み
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
。

八

独
居
世
帯
を
含
め
た
在
宅
患
者
へ
の
薬
剤
処
方
の
在
り
方
を
明
示

し
、
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
在
宅
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
や

障
害
者
な
ど
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
は
、市
町
村
と
協
力
し
、見
回
り
、

介
護
、訪
問
診
療
、食
事
提
供
、搬
送
等
の
適
切
な
支
援
を
図
る
こ
と
。

九

先
行
接
種
す
る
プ
レ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
備
蓄
を
万
全

な
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
特
定
接
種
の
対
象
者
及
び
優
先
順
位
の
在

り
方
を
明
示
す
る
こ
と
。

十

全
国
民
分
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ワ
ク
チ
ン
を
よ
り
短
期
間
に
製
造
す
る

た
め
の
研
究
開
発
を
推
進
・
支
援
す
る
と
と
も
に
、
接
種
の
優
先
順
位

の
在
り
方
を
明
示
す
る
こ
と
。

十
一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
等
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
国
際
的

な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
発
展
途
上
国
で
の
医
療
体
制
や
公
衆

衛
生
の
向
上
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
内
閣
委
員
長
報
告（
平
成
二
四
年
四
月
二
七
日
）

○
芝
博
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
い
て
国
民
の

生
命
及
び
健
康
を
保
護
し
、
並
び
に
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
及
ぼ
す

影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

の
実
施
に
関
す
る
計
画
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
け
る

措
置
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
そ
の
他
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も

に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
被
害
想
定
の
妥
当
性
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ワ

ク
チ
ン
の
生
産
体
制
及
び
生
産
さ
れ
る
ま
で
の
対
処
策
、
施
設
の
使
用
制

限
等
の
要
請
の
効
果
と
内
容
の
明
確
化
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

に
お
け
る
記
録
作
成
、
情
報
公
開
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
お
き
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
十
九
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し

た
。
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以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
四
年
四
月
二
四
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の

運
用
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
本
法
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
等
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ

う
、地
方
公
共
団
体
、指
定
公
共
機
関
等
、事
業
者
及
び
国
民
に
対
し
、

本
法
の
内
容
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。

二
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
周
期
的
に
発
生
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
政

府
対
策
本
部
、
都
道
府
県
対
策
本
部
及
び
市
町
村
対
策
本
部
に
お
い
て

は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
実
施
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、

保
存
し
、
公
表
す
る
こ
と
。
特
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事

態
宣
言
の
決
定
に
至
る
記
録
に
つ
い
て
は
、
会
議
録
等
の
経
過
記
録
と

科
学
的
根
拠
と
な
る
デ
ー
タ
は
完
全
に
保
存
し
、
国
民
へ
の
説
明
責
任

を
果
た
す
と
と
も
に
、
次
代
へ
の
教
訓
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ
と
。

三
、
政
府
行
動
計
画
を
策
定
す
る
際
の
根
拠
と
な
る
被
害
想
定
に
つ
い
て

は
、
最
新
の
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
、
い
た
ず
ら
に
過
大
な
も
の
と
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
、
政
府
行
動
計
画
、
都
道
府
県
行
動
計
画
及
び
市
町
村
行
動
計
画
の
策

定
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
の
特
徴
、
感
染

力
、
病
原
性
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
い
く
つ

か
の
シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
て
多
様
な
施
策
の
選
択
肢
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
基
本
的
対
処
方
針
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
状

況
に
応
じ
て
施
策
の
切
り
替
え
が
柔
軟
に
行
え
る
方
式
に
す
る
こ
と
。

五
、
国
民
へ
の
情
報
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
提
供
の
内
容
、
方
法
、

表
現
等
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
検
討
し
て
お
き
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
発
生
時
に
は
、
患
者
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
、
ま
た
、
風

評
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
留
意
し
、
迅
速
か
つ
正
確
に
情
報
提
供
が
で

き
る
体
制
を
と
る
こ
と
。

六
、
放
送
事
業
者
で
あ
る
指
定
公
共
機
関
等
が
実
施
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
対
策
に
つ
い
て
は
、
放
送
の
自
律
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ

り
、
言
論
そ
の
他
表
現
の
自
由
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
特
段
の
配
慮
を
行

う
こ
と
。

七
、
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
に
つ
い
て
は
、
適
時
に
、
必
要
な

患
者
に
、
必
要
な
量
の
供
給
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
、
国
、
地
方
公
共

団
体
、
医
療
機
関
等
に
よ
る
備
蓄
、
配
分
、
流
通
調
整
を
行
う
こ
と
。

八
、
政
府
対
策
本
部
、
都
道
府
県
対
策
本
部
及
び
市
町
村
対
策
本
部
に
つ

い
て
は
、
医
療
関
係
等
の
専
門
家
を
配
置
す
る
等
し
て
そ
の
意
見
を
適

時
適
切
に
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
現
場
の
医
療
従
事
者
等
か
ら
の
情
報

・
意
見
を
迅
速
に
収
集
し
て
施
策
の
実
施
に
的
確
に
反
映
で
き
る
体
制

と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
収
集
し
た
情
報
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
で
共
有
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で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
指
定
公
共
機
関
等
で
あ
る
か
否
か
に

関
わ
ら
ず
、
医
師
会
、
医
学
会
等
医
療
関
係
者
の
諸
団
体
と
適
切
な
連

携
を
図
る
こ
と
。

九
、
先
行
接
種
す
る
プ
レ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
備
蓄
を
万
全

な
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
特
定
接
種
の
対
象
者
及
び
優
先
順
位
の
在

り
方
を
明
示
す
る
こ
と
。

十
、
本
法
に
基
づ
き
医
療
関
係
者
に
医
療
を
行
う
こ
と
を
要
請
・
指
示
す

る
に
際
し
て
は
、
感
染
症
の
専
門
家
及
び
現
場
の
医
療
関
係
者
等
の
意

見
を
十
分
踏
ま
え
る
こ
と
。

十
一
、
患
者
等
に
対
す
る
医
療
等
の
実
施
に
関
す
る
医
療
関
係
者
の
協
力

に
つ
い
て
は
、
医
療
関
係
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
各
種
の
安
全

対
策
や
実
費
弁
償
、
損
害
補
償
の
枠
組
み
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
。

十
二
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
の
実
施
は
広
範
な
人
権

の
制
約
に
つ
な
が
る
こ
と
に
鑑
み
、
法
第
三
十
二
条
に
お
け
る
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
要
件
を
政
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
起
因
す
る
症
状
等
を
具
体
的
に
示
す
と
と
も
に
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
の
要
件
を
政
令
で
定
め
る
に
当

た
っ
て
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
が
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に

甚
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
判
断
基
準
で
あ
る
感
染
者
の
状
況
、

感
染
地
域
の
広
が
り
方
等
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
毒
性
、
感
染
力
等
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
専
門
家
の
意
見
を
幅
広
く
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
透
明
性
の
確
保

さ
れ
た
手
続
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
。

そ
し
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
に
つ
い
て
は
、

ウ
イ
ル
ス
の
病
原
性
、
感
染
力
等
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
感
染
者

の
状
況
、
感
染
地
域
を
考
慮
し
、
慎
重
に
行
い
、
そ
の
際
、
医
学
・
公

衆
衛
生
等
の
専
門
家
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
る
こ
と
。

十
三
、
法
第
四
十
五
条
に
お
け
る
施
設
利
用
等
の
制
限
要
請
等
を
行
う
政

令
に
つ
い
て
は
、
消
毒
液
の
設
置
、
人
数
制
限
等
の
よ
り
人
権
制
約
の

度
合
い
の
小
さ
い
措
置
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
集
会
の
自
由

等
の
人
権
が
過
度
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ

の
際
、
感
染
症
の
専
門
家
及
び
現
場
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
る
こ
と
。

十
四
、
全
国
民
分
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ワ
ク
チ
ン
を
よ
り
短
期
間
に
製
造
す

る
た
め
の
研
究
開
発
を
推
進
・
支
援
す
る
と
と
も
に
、
接
種
の
優
先
順

位
の
在
り
方
を
明
示
す
る
こ
と
。

十
五
、
平
時
か
ら
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
医

療
体
制
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
患
者
が
急
増
す
る
ま
ん
延
期

に
お
い
て
は
、
一
般
の
医
療
機
関
も
含
め
、
入
退
院
措
置
な
ど
適
切
な

措
置
に
よ
り
医
療
提
供
体
制
の
維
持
を
図
る
こ
と
。

十
六
、
独
居
世
帯
を
含
め
た
在
宅
患
者
へ
の
薬
剤
処
方
の
在
り
方
を
明
示

し
、
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
在
宅
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
や

障
害
者
な
ど
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
は
、市
町
村
と
協
力
し
、見
回
り
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法

一
一
五



介
護
、訪
問
診
療
、食
事
提
供
、搬
送
等
の
適
切
な
支
援
を
図
る
こ
と
。

十
七
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
に
係
る
不
服
申
立
て
又
は
訴
訟
そ

の
他
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
本
法
施

行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
八
、
国
外
の
在
留
邦
人
保
護
の
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と

も
に
、
在
留
邦
人
の
感
染
国
か
ら
の
出
国
手
段
等
の
確
保
に
万
全
を
尽

く
す
こ
と
。

十
九
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
等
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
国
際
的

な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
発
展
途
上
国
で
の
医
療
体
制
や
公
衆

衛
生
の
向
上
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。
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